
庁議（令和２年７月７日）結果について 

 

１ 開 催 日 令和２年７月７日（火） 

２ 場  所 庁議室 

３ 出 席 者 市長、石田副市長、石黒副市長、教育長 

市長室長、企画政策部長、総務部長 

４ 説 明 者 教育指導担当部長、消防長、土木部長、平塚市民病院事務局長 

資産経営課長、納税課長、選挙管理委員会事務局長、財政課長 

５ 事 務 局 秘書課長、広報課長、財政課長、行政総務課長 

       企画政策課長、政策担当長、企画政策課主査 

６ 付議事項  

（１） ネーミングライツ契約の一部変更及び新規募集について 

概要 「平塚競技場」のネーミングライツ更新契約の一部を変更し、令和４

年２月２８日までの契約期間を令和３年１月３１日までに短縮したい。 

「平塚競技場」､「平塚競輪場」及び「平塚文化芸術ホール」のネーミ

ングライツパートナーの新規募集を令和２年７月２７日から開始した

い。 

ネーミングライツパートナーの募集条件等について、庁内組織「平塚

市ネーミングライツ検討委員会」において検討を行った結果を踏まえ実

施いたしたい。 

結果 審議の結果承認された。 

 

（２） 平塚市市税条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 １ 改正の趣旨 

地方税法等の一部改正に伴い、平塚市市税条例の一部を改正するも

のです。 

２ 改正の概要 

新型コロナウィルス感染症緊急経済対策の税制上の措置として、軽

自動車税環境性能割の特例期間が延長されるものです。 

結果 審議の結果承認された。 

 

（３） 平塚市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 １ 改正概要 

（１）公職選挙法の一部改正（令和元年５月１５日公布、同年６月１日

施行）により、選挙公報の掲載文を電磁的記録（電子データ）で提

出することが可能となったことから、市議会議員及び市長選挙にお



いても、選挙公報の掲載文を電磁的記録（電子データ）による提出

を可能とするため、同法に準じて定めている本条例の一部を改正す

るもの。 

（２）その他条文の文言を整備する。 

２ 施行年月日 

  公布の日から施行する。 

結果 審議の結果承認された。 

 

（４） 平塚市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例の一部を改正する条例（案）について 

概要 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準

を定める政令の改正に伴い、平塚市立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例（昭和４３年条例第７号）の一部

を改正する。 

結果 審議の結果承認された。 

 

（５） 平塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 １ 改正理由 

  民法の一部を改正する法律に伴い、規定を整備する。 

２ 改正内容 

障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金

等の支給停止期間等の算定に用いる利率を改正します。 

結果 審議の結果承認された。 

 

（６） 令和元年度平塚市下水道事業決算に係る利益の処分について 

概要 令和元年度平塚市下水道事業決算に係る利益の処分については、地方

公営企業法第３２条第２項の規定に基づく議会の議決が必要なため、庁

議に付議するものです。 

結果 審議の結果承認された。 

 

７ 報告事項 

（１）令和元年度平塚市下水道事業決算について 

概要 令和元年度の下水道事業決算では、５億５３４万１，１４９円の当年

度純利益を計上しました。また、現金預金残高は期首から約３億５，８

８９万円減の２２億４，２６３万３，５４４円となりました。 

 



（２）令和元年度一般会計・特別会計歳入歳出決算等について 

概要 会計管理者から歳入歳出決算等の資料提出がありましたので報告する

ものです。一般会計をはじめ、全ての特別会計が黒字決算となりました。 

 

（３）令和元年度病院事業決算について 

概要 病院事業会計は、１８，３６０千円の当該年度純損失となりました。 

 

以 上 


